
1
被災した住家等に係るり災証明書・被災証
明書を交付（農業関係被害は農政部で発
行）

2
災害により重傷を負った方又は住宅が一定
以上の災害を受けた方に対し、見舞金を支
給

3

被災世帯の生活の立て直しに必要な資金の
貸付（貸付限度額は、被害の程度、世帯主
の負傷の有無等により区分）
※申込期限は令和5年10月31日まで

4

災害により住家が全壊するなどの被害を受
けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を
支給
（被害の程度や住宅の再建方法により区分
された額を支給）

5
福岡県内で住宅を再建（新築、購入又は改
修）するために金融機関等から融資を受け
た場合に、その利子の支払額を補助

6

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に
対し、被災したことにより臨時に必要とな
る経費を貸付（官公庁が発行する被災証明
書等申請に必要な書類の提出をお願いして
いる）

7
災害により布団類を失った方に対する布団
（上下一組）の支給

8
災害復旧に関する手続きに必要な、住民票
の写し等の各種証明書の交付手数料を免除

9
床上浸水の被害者に、一時入居先として市
営住宅を提供（敷金・家賃は免除、期間は
最大１年間）

10
被害を受けた住宅に住むための応急修理に
要する費用の支援

11
り災証明で全壊と判定された家屋等を対象
とした解体の実施と、既に解体した場合の
解体費用の償還

12
全壊の住家被害を受けた世帯に対し、生活
に必要な家電購入費等を支給

13
被災して自力では生活復旧が困難な世帯の
生活環境回復の支援

　　　　　　　このチラシは、令和５年７月７日からの大雨により被災された方への
　　　　　支援制度を一覧にしたものです。（令和５年１０月１２日時点）
　　　　　　　　　　※支援の内容は被災の程度や世帯の状況により異なります。



14

災害ごみを上津・宮ノ陣クリーンセンター
に直接持込む場合の処理手数料の減免
※令和5年10月2日（月）からは、減免手続
にり災証明書が必要。なお、減免は、原則
12月2日（土）をもって終了

15
水質検査を行う専門業者の情報提供
(市では検査は行わない）

16
豪雨の影響で被害に遭われた方、支援活動
を行う方を対象に車の無料貸し出し支援を
田主丸地区にて実施。

17
住宅に被害を受けられた方に、住宅の建替
え、補修等に必要な資金の融資

18 り災証明書交付申請の無料代行申請

1
災害で被害を受けられた状況により、市税
の減免

2
災害で被害を受けられた状況により、市税
の納税の猶予

3
被害の程度により国民健康保険料の減免又
は納付の猶予

4
被害の程度により後期高齢医療保険料を減
免又は納付の猶予

5 被害の程度により介護保険料を減免

6
被害の程度により国民年金保険料を免除
ただし、将来受け取る年金額が減少します

7
電気料金の支払期日の延長、不使用月の電
気料金の免除、工事費の免除などを実施

8
被災された地域のお客さまを対象に支援策
が掲載されています

9
被災された地域のお客さまを対象に支援策
が掲載されています

10
被災された地域のお客さまを対象に支援策
が掲載されています

11
半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害
を受けた建物の放送受信料を免除

12
災害による申告・納付等の期限延長や納税
の猶予など

13
個人事業税・自動車税（種別割）・不動産
取得税等の減免、申告等の期限の延長、徴
収猶予など



1-1

指定する公費負担医療に関する受給者証の
提出が出来ない場合に、申し出により氏
名・生年月日・住所を確認することで受診
を可能とする

1-2

指定する公費負担医療に関する受給者証の
提出が出来ない場合に、申し出により氏
名・生年月日・住所を確認することで受診
を可能とする

2
国保加入者の方が医療機関で受診する際の
一部負担金を減免

3
後期高齢者医療加入者の方が医療機関で受
診する際の一部負担金を減免

4
被保険者証等を紛失または家庭に残したま
ま避難しているために医療機関等へ提示で
きない方への医療機関等の受診を支援

5
被害の程度により障害福祉サービスの利用
者負担額を免除

6
被害の程度により、更生医療、療養介護、
補装具の自己負担金を免除

7
被害の程度により介護サービス利用料の減
免

8
床下浸水した家屋の感染症予防を目的とし
た、乾燥を促すための排水ポンプを貸し出
し

1
災害により住居(持ち家）に被害があった
母子、寡婦、父子家庭に対する貸付

2 各種母子保健サービスを行う

3
床上浸水等により、住宅、家財又はその財
産について著しい損害を受けた場合、保護
者の保育料を減免

4

児童の保護者が、床上浸水等により、住
宅、家財又はその財産について著しい損害
を受けたと認められる場合、学童保育所利
用料を減額

5
被災に関連して子育て交流プラザくるる
ん、久留米市児童センターの一時預かりを
利用された場合、利用料の還付を実施

6

被災により学費の負担が困難になった久留
米市立高等学校在籍生徒または受検者、入
学者の保護者に対し、今後の授業料等を減
免。入学志願者の入学考査料、入学者の入
学料を免除



7
被災したことによる不安や悩みに対し、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーによるカウンセリング等の支援

8
床上浸水等により、教科書や学用品を紛失
または損傷した児童生徒に教科書等の現物
給与(所得要件あり）

9

国公立小中学生の保護者で、給食費や学用
品費などのお支払いにお困りの方への援助
認定になった場合は、申請月分からの就学
援助費を支給

10
学生やその生計維持者・留学生のみなさん
が住んでいる家が半壊以上の被害を受けた
り、床上浸水となった場合の支援

1 商工業者の相談

2
災害等の発生により被害を受けた事業者へ
の融資、融資金額が350万円以内の場合、
信用保証料相当額を補給

3
事業復旧に要する設備・運転資金を貸し付
け利率０．８％、市が信用保証料を全額負
担

4
農業被害の問い合わせ、被災証明書（農業
関係）の申請、相談窓口の開設

5
主に、ボランティアが手作業により活動で
きる農地復旧作業を支援
例：果樹や植木の幹回りの土砂だしなど

6
農業者から依頼があった現場での農地復旧
ボランティア活動を実施

7
災害により財産に相当な損害を受けた場
合、保険料の納付を猶予

1 被災による体の不調や健康に関する相談

2
被災時のペット（犬・猫）の飼育や管理に
ついての相談、動物病院の情報提供

3
被災時の様々なこころの不調等に関する相
談

4 女性相談員による電話、面接での相談

5
被災された方及びその家族からの災害に関
連する相談

1 災害支援のための寄附を受付

2
被災者の支援を目的とした義援金を受付し、
被災者の支援に活用

3
久留米市災害ボランティアセンターにてボラン
ティアを募集し、支援活動を実施

被
災
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援


